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筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例施

行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和

に関する条例（平成30年筑北村条例第19号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の

例による。 

（抑制区域） 

第３条 条例第８条第１項第９号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。 

(１) 長野県が地すべり危険個所として公表している区域 

(２) 長野県が急傾斜崩壊危険箇所として公表している区域 

(３) 長野県が土石流危険渓流として公表している区域 

(４) その他村長が必要と認める区域 

（事前協議） 

第４条 条例第９条第１項に規定する事前協議を行おうとする事業者は、太陽光

発電設備設置事業事前協議書（様式第１号）（以下「事前協議書」という。）

に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。ただし、村長が特に

必要がないと認めるものについては、省略することができる。 

(１) 位置図（縮尺１／25,000以上） 

(２) 事業区域の公図の写し 

(３) 事業区域の土地所有者の承諾書の写し 

(４) 事業区域と隣接する土地所有者との境界確認書 

(５) 太陽光発電設備の配置図（縮尺１／500以上） 

(６) 土地造成計画平面図（縮尺１／500以上）及び縦横断図（縮尺１／200以

上） 

(７) 雨水排水計算書（ 30年確率以上）及び雨水排水施設計画図（縮尺１／

500以上） 

(８) 太陽光発電設備及び雨水排水施設の構造図（縮尺１／100以上） 



(９) 維持管理計画 

(10) 自然環境保全計画 

(11) 景観保全計画 

(12) 土砂等の流出及び崩壊防止計画 

(13) 太陽光の反射、騒音等生活環境保全計画 

(14) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書 

２ 条例第９条第５項に規定する通知書は、事前協議済通知書（様式第２号）に

よる。 

（標識の設置） 

第５条 条例第10条第１項の規定による標識は、太陽光発電設備設置事業のお知

らせ（様式第３号）による。 

２ 条例第10条第２項の規定による届出は、標識設置届（様式第４号）に次の各

号に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。 

(１) 位置図 

(２) 標識の設置を証する写真（標識の表示面の内容及び設置状況がわかるも

の） 

（近隣関係者への事前説明） 

第６条 条例第11条第３項に規定する報告は、事前説明会等説明状況経過書（様

式第５号）に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。 

(１) 説明会で配布した資料 

(２) 説明会出席者名簿の写し 

(３) 説明会議事録 

(４) 説明会開催状況がわかる写真 

（協定の締結等） 

第７条 条例第13条第１項に規定する協定は、太陽光発電設備の適正な設置及び

管理に関する協定書（様式第６号）により協定を締結するものとする。 

２ 条例第13条第３項の規定により事業区域内の土地又は太陽光発電設備を譲渡、

又は貸し付けた場合は、太陽光発電設備譲渡等報告書（様式第７号）に、その

状況がわかる書類を添付し、村長に提出するものとする。 

（太陽光発電設備設置事業の着手） 

第８条 条例第14条に規定する太陽光発電設備設置事業の着手の届出は、太陽光

発電設備設置事業着手届（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添付し村長

に提出するものとする。ただし、村長が特に必要がないと認めるものについて

は、省略することができる。 

(１) 位置図（縮尺１／25,000以上） 

(２) 事業区域の公図の写し 



(３) 事業区域の土地所有者一覧表 

(４) 太陽光発電設備の配置図（縮尺１／500以上） 

(５) 土地造成計画平面図（縮尺１／500以上）及び縦横断図（縮尺１／200以

上） 

(６) 雨水排水計算書（ 30年確率以上）及び雨水排水施設計画図（縮尺１／

500以上） 

(７) 太陽光発電設備及び雨水排水施設の構造図（縮尺１／100以上） 

(８) 維持管理計画 

(９) 自然環境保全計画 

(10) 環境保全計画 

(11) 土砂流出及び崩落防止計画 

(12) 太陽光の反射及び騒音等生活環境保全計画 

(13) 工程表 

(14) 伐採届出書（写し）又は林地開発行為届出書（写し） 

(15) 災害発生の予見の待機体制図及び災害発生時の連絡体制図 

(16) その他村長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第１項の規定に基づき事前協議書に添付し

た書類と変更のないものについては、省略することができる。 

（変更等の届出） 

第９条 条例第15条の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 事業区域面積の縮小 

(２) 太陽光発電設備の定格出力の縮小 

(３) その他村長が必要と認める軽微な変更 

第10条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める書類を村長に提出するものとする。 

(１) 太陽光発電設備設置事業の内容を変更しようとするとき 太陽光発電設

備設置事業変更届（様式第９号）及び村長が必要と認める書類 

(２) 太陽光発電設備設置事業の中止又は廃止をしようとするとき 太陽光発

電設備設置事業中止（廃止）届（様式第10号）及び村長が必要と認める書類 

（工事完了報告） 

第11条 条例第16条第１項の規定による太陽光発電設備設置事業に係る設置工事

が完了したときは、太陽光発電設備設置事業工事完了届（様式第11号）に村長

が必要と認める書類を添付して行うものとする。 

２ 条例第16条第２項の規定による通知は、太陽光発電設備設置工事完了確認書

（様式第12号）による。 

（保守点検責任者の掲示） 



第12条 条例第17条に規定する標識は、太陽光発電設備管理者情報（様式第13号）

による。 

（保守及び維持管理） 

第13条 条例第18条第２項の規定による計画は、太陽光発電設備維持管理計画書

（様式第14号）による。 

２ 条例第18条第３項の規定による報告は、太陽光発電設備維持管理報告書（様

式第15号）による。 

（報告及び立入調査） 

第14条 条例第19条第１項の規定による報告の聴取は、太陽光発電設備設置事業

状況等報告要求書（様式第16号）による。 

２ 条例第19条第２項の規定による報告書は、太陽光発電設備設置事業状況報告

書（様式第17号）による。 

３ 条例第19条第３項の規定による身分証明書は、太陽光発電設備設置事業立入

調査員証（様式第18号）による。 

（助言、指導又は勧告） 

第15条 条例第20条に規定する助言は口頭で行い、同条に規定する指導は、太陽

光発電設備設置事業改善指導書（様式第19号）による。また、同条に規定する

勧告は、勧告書（様式第20号）による。 

（命令） 

第16条 条例第21条第１項に規定する命令は、命令書（様式第21号）による。 

（命令に係る事前の通知書及び意見書） 

第17条 条例第21条第２項に規定する通知は、命令に係る事前の通知書（様式第

22号）により、意見書の提出は、意見書（様式第23号）による。 

（意見の聴取） 

第18条 条例第21条第３項の規定により公開による意見の聴取を行うことを請求

する者（以下「意見聴取者」という。）は、意見聴取請求書（様式第24号）を

村長に提出しなければならない。 

２ 条例第21条第４項に規定する意見の聴取は、村長又は村長が指名する者が議

長となり、これを行う。 

３ 意見の聴取は、関係職員立会いの上、口述審問により行う。 

４ 意見の聴取の場による発言は議長の許可を受けなければならない。 

５ 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、退出

の命令その他意見の徴収を維持するために必要な措置を取ることができる。 

６ 村長は、災害等ややむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができな

い場合は、意見聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。 

７ 村長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期し、又は場所変更すると



きは、条例第21条第５項に準じて通知し、かつ公告するものとする。 

８ 意見聴取者は、やむを得ない理由により意見の聴取に出頭できないときは、

意見聴取の前日までに、理由を付して村長にその旨を届け出なければならない。 

９ 村長は、前項の届出のあった場合において、その理由が正当であると認めら

れるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。 

10 議長が指名する村の職員は、会議録を作成し、署名するものとする。 

（公表） 

第19条 条例第22条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うもの

とする。 

(１) 筑北村公告式条例（平成17年筑北村条例第４号）第２条第２項に規定す

る掲示場への掲示 

(２) 筑北村ホームページへの掲載 

(３) その他村長が必要と認める方法 

２ 条例第22条第２項の規定による通知は、公表理由等通知書（様式第25号）に

よる。 

（その他） 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成30年９月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日規則第９号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年11月28日規則第９号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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